
メロディー細則第３号 

１．  １１． １９ 

 

 

東やまと傾聴ボランティア「メロディー」会費の徴収について 

 

 

 東やまと傾聴ボランティア「メロディー」規約（以下、「規約」という。）

第１０条（財政）に定める会費の金額について定めるものである。 

 

１ 会費 

  会費を年間１０００円とする。ただし、登録が１年に満たない場合は、半

額の５００円とする。 

 

２ 会費の納付要領 

  規約に定める会計年度の初めの月に会計担当者へ納付するものとする。 

また、新規に入会する者は入会届けと合わせて納付するものとする。 

 

３ 会費の返納 

  脱会する場合、会費の返納は行わない。 

 

４ その他 

  会費の過不足が発生した場合は、会費を見直すものとし金額は細則で定め

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則：この細則は、令和１年１１月１９日より施行する。 


